
事業主が従業員の健康づくりに取り組むことを宣言（＝健康宣言）し、
従業員が心身ともに健康で働ける職場を目指す取組みのことです。
事業主が従業員の健康づくりに取り組むことを宣言（＝健康宣言）し、
従業員が心身ともに健康で働ける職場を目指す取組みのことです。

以下のケースで健康保険を利用された場合、以下のケースで健康保険を利用された場合、
協会けんぽ負担分の医療費（総医療費の7～8割）をお返しいただきます。協会けんぽ負担分の医療費（総医療費の7～8割）をお返しいただきます。

ややななまま しし
協会けんぽ

全国健康保険協会 山梨支部
山梨支部
ホームページ

☎055-220-7750（代表）　

エントリー方法は
   こちらから

営業時間/8：30～17：15（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
〒400-8559 甲府市丸の内3-32-12 甲府ニッセイスカイビル4階

「目指そう！健康事業所」とは🔍

健康宣言エントリー取組項目

エントリー特典あり！職場の健康づくりにご活用ください

66月号
令和8年

Jun.
職場内で掲示・回

覧を

お願いします。

「目指そう！健康事業所」にエントリーしませんか？

健康保険は適切にご利用ください。

事業主の
みなさま

資格喪失後の医療受診資格喪失後の医療受診 勤務中の怪我勤務中の怪我

・体重計、血圧計など
　健康測定機器の設置
・ラジオ体操やストレッチの実施
・感染症に関する予防対策
・食生活の改善
　（弁当メニューの見直し） 等

・体重計、血圧計など
　健康測定機器の設置
・ラジオ体操やストレッチの実施
・感染症に関する予防対策
・食生活の改善
　（弁当メニューの見直し） 等

選択項目3つの必須項目

事業所の健康度を見える化！
『事業所カルテ』のご提供
※事業所の規模等により、事業所
カルテではなく業態別カルテと
なります。

健康情報誌『四季のけんこう』を
定期的にお届け！

季節ごとに知って
おきたい健康情報が
盛りだくさん！

通勤中の怪我通勤中の怪我

３５歳以上
被保険者の

特定保健指導
実施率
50％以上

早期受診の
働きかけ

40歳以上
被保険者で
該当する方の

要治療者
(再検査を含む)
に対する

医療機関への健診受診率
１００％

労災保険が
適用
労災保険が
適用

労災保険が
適用
労災保険が
適用

退職後退職後



協会けんぽの給付等の申請書は
郵送または電子申請で受付しております。
電子申請の利用時は、
　　　マイナンバーカードをご準備ください。

手続き先は、申請内容により異なります。ご注意
ください！
ご注意
ください！

手続き先 手続き先

【健康保険給付関係】
 ●傷病手当金支給申請書
 ●療養費支給申請書
 ●高額療養費支給申請書
 ●限度額適用認定申請書
 ●出産手当金支給申請書
 ●出産育児一時金支給申請書
 ●埋葬料（費）支給申請書 　　　　 等

【任意継続被保険者関係】 
 ●任意継続被保険者資格取得申出書
 ●任意継続被保険者資格喪失申出書
 ●任意継続被保険者被扶養者（異動）届   等
 
【交付関係】
 ●資格情報のお知らせ交付申請書
 ●資格確認書交付申請書
 ●高齢受給者証再交付申請書　　　　　 等

【保健事業関係】
 ●特定健康診査受診券（セット券）申請書　  等

【その他】
 ●第三者行為による傷病届

【事業所関係】
 ●適用事業所名称・所在地変更（訂正）届
 ●事業所関係変更（訂正）届　　　　　  等

【資格関係】 
 ●被保険者資格取得届
 ●被保険者資格喪失届
 ●健康保険被扶養者（異動）届             等

【保険料関係】
 ●被保険者報酬月額算定基礎届
 ●被保険者報酬月額変更届
 ●被保険者賞与支払届　　　　　　　  等

【出産・育児休業関係】
 ●産前産後休業取得者申出書
 ●育児休業等取得者申出書
 ●産前産後休業終了時報酬月額変更届
 ●育児休業等終了時報酬月額変更届　  等

【再交付関係】
 ●基礎年金番号通知書再交付申請書

全国健康保険協会 山梨支部
（協会けんぽ） 日本年金機構

※お手続き等の詳細は、日本年金機構のホームページを
　ご覧いただくか、管轄の年金事務所にお尋ねください。

健康保険給付や任意継続等
に関する申請

健康保険および厚生年金保険への加入等
に関する申請

電子申請の
利用はこちら


